
別記第５号様式（第１００条関係）

芦別市告示第４１号

芦別市契約事務取扱規則第６条の規定に基づき、一般競争入札について次のとおり公告

する。

   令和 ６ 年 ４ 月２６日

芦 別 市 長 荻 原  貢 ㊞  

１ 競争入札に付する事項 

 (１) 工 事 名  コミュニティーセンター照明器具 LED 化工事 

 (２) 工 事 場 所  芦別市上芦別町５４６番地他 

 (３) 工 事 概 要  市内コミュニティーセンター（６施設）照明器具 LED 化 

           上芦別多目的研修センター、野花南生活改善センター、ひぐらし 

研修センター、啓南多目的研修センター、黄金多目的研修センター 

新城多目的研修センター 

 (４) 工    期  着 工 契約で定める工期の初日から５日以内 

           完 工 令和６年８月３０日まで 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 (１) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (２) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再

生手続開始の申立てがなされている者等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

 (３) 芦別市入札参加資格者指名停止事務処理要綱の規定による指名停止の措置期間中で

ない者。 

 (４) 自己又は法人（法人の場合はその役員又はその支店の代表者）が、芦別市暴力団排

除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例同条第４号に規定する暴力団関

係事業者でない者。 

 (５) 入札に参加しようとする者の間に資本的関係又は人的関係のないこと。 

 (６) 芦別市に本店又は支店（営業所等）を有する者。 

 (７) 芦別市契約者資格登録者名簿に工種「電気」で登録されていること。 

 (８) 上記(７)の工種における等級格付けが「Ａ」又は「Ｂ」であること。 

３ 競争入札の日時及び場所 

 (１) 日    時   令和６年 ５月２１日 午前９時００分 

 (２) 場    所   芦別市役所 ３階 第１会議室 

４ 入 札 保 証 金   入札参加者の見積もった契約金額（消費税及び地方消費税相当

額を含んだ額）の１００分の５に相当する額以上を納付してく

ださい。 

            免除します。 

５ 契 約 保 証 金   契約金額の１００分の１０以上の額を納付してください。 

            免除します。 



６ 入札参加の手続 

 (１) 提 出 書 類   一般競争入札参加届出書（様式１） 

 (２) 提 出 期 限   令和６年５月８日まで 

 (３) 提 出 場 所   芦別市役所 ３階 財政課契約管財係 

７ 設計図書閲覧の日時及び場所 

 (１) 日    時   令和６年５月９日 午前９時００分から入札前日まで 

 (２) 場    所   芦別市役所 ３階 工事図書閲覧所（都市建設課担当） 

８ 施工条件等における質疑についての期日及び場所 

 (１) 質疑受付期間   閲覧開始日から令和６年５月１３日まで 

 (２) 質疑受付場所   芦別市役所 ３階 都市建設課建築係 

 (３) 質疑回答期間   令和６年５月１４日から入札前日まで 

 (４) 質疑回答場所   芦別市役所 ３階 工事図書閲覧所（都市建設課担当） 

９ そ の 他 

 (１) 前 金 払   します（契約金額の４０％以内）。   しません。 

 (２) 中 間 前 金 払   します（契約金額の２０％以内）。   しません。 

 (３) 部 分 払   します（３回以内）。        しません。 

  ※ (２)と(３)については､契約締結時にいずれかを選択してください。 

 (４) 落札者の決定方法  

   当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設ける

ものとする。この場合、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者

を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって

入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とします。 

 (５) 入 札 の 方 法 

   入札参加者は､消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､見

積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

 (６) 工事費内訳書の提出   落札者のみ。   入札参加者全員。 

 (７) 郵便による入札     認めます。    認めません。 

 (８) 消費税課税事業者等の申出 

   落札者となった者は､速やかに消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを

申し出てください。 

 (９) 入 札 の 無 効 

   本告示に示した入札参加資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札、

芦別市契約事務取扱規則及び入札心得書に違反した入札は無効とします。 

 (10) 契約書の作成      要します。    要しません。 



別紙
特 記 事 項

１ 労務対策について
  物価の上昇を勘案し、労働賃金の適正化を図ると共に地元求職者を積極的に雇用する

こと。
２ 下請保護等について
  下請負させようとするときは、下請負人の社会保険等加入を証する書類を添付のうえ、

下請負人承認申請書を市長に提出して承認を得るとともに、下請負の保護について十分
留意すること。

  なお、特別な事情を除き、社会保険等未加入事業者を下請負人としないこと。
３ 地元資材及び日用品の積極的活用について
  地元資材及び日用品の調達にあたっては､地元商工業者の受注機会の確保に特段の配

慮を払うこと。
４ 建設業退職金共済制度の適正な履行について
  ｢芦別市発注工事に係る建設業退職金共済制度加入に関する履行確認事務処理要綱｣を

遵守すること。
５ 工事現場における技術者等の設置について
 ⑴ 請負代金の額の大小にかかわらず､工事施工の技術上の管理をつかさどるものとし

て必ず現場に｢主任技術者｣を置くこと。
 ⑵ 下請契約の総額が４，５００万円（建築一式工事は７，０００万円）以上の場合は

主任技術者に代えて｢監理技術者｣を置くこと。（監理技術者資格者証が必要です。）
 ⑶ 請負金額が４，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）以上の場合は

主任技術者または監理技術者を現場ごとに専任で置くこと。（この現場専任制度は元
請･下請けにかかわらず適用されます。）

 ⑷ 現場代理人及び⑴、⑶により設置する主任技術者について、別途協議により認めた
場合は、届出により他工事と兼任をすることができる。

６ 施工体制監理台帳等の整備について
  下請契約の総額が４，０００万円（建築一式工事の場合は６，０００万円）以上の工

事については、工事着手までに工事監督員に施工監理台帳等を提出しなければならない。
また、工事現場に施工体制台帳を備置き、施工体系図の提示をすること。

７ 入札辞退の自由について
  都合により入札を辞退する場合は、あらかじめ文書、電話等で届出ること。
  この場合、以後の指名等に何ら不利益な取扱いをしないが、届出ることなく入札に参

加しなかった場合、不正又は不誠実な行為として指名停止の処分となることがある。
８ 暴力団関係者の排除等 
 ⑴ 事業者が暴力団排除条例に定める暴力団員に該当する場合（事業者が法人の場合は、

その役員又はその支店の代表者が暴力団員であるときをいう。）又は暴力団関係事業
者に該当する場合は、芦別市の契約の相手方になれず、契約者資格登録が行えないこ
ととなっている。 

   このため、落札後において、落札者がそれらに該当することが判明した場合には、
契約資格登録を取り消すとともに、契約締結前のときは当該落札に係る入札を無効と
し、契約締結後のときは当該契約を解除する。 

   なお、暴力団員を従業員として雇用している場合（雇用している従業員が暴力団員
であることを知った後も、なお当該雇用を継続した場合を含む。）も暴力団関係事業
者となるので留意すること。 

 ⑵ 契約締結後は、次に掲げる事項を遵守すること。これに違反した場合は、契約者資
格登録を取り消すとともに、契約を解除する。 
ア 暴力団員又は暴力団関係事業者を、当該契約に係る下請契約その他の契約（以下

「下請契約等」という。）の相手方にしないこと。 
イ 下請契約等の相手方が暴力団員又は暴力団関係事業者であることを知ったときは、

速やかに当該下請契約等を解除すること。 
ウ 当該契約の履行に当たって暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者から不当介入

を受けた場合（下請契約等の相手方が不当介入を受けた場合を含む。）は、必ず市に
報告するとともに警察その他関係機関に通報すること。 



様式１

一 般 競 争 入 札 参 加 届 出 書

令和  年  月  日 

芦別市長 様

                所在地又は住所

                商 号 又 は 名 称

                代 表 者 の 氏 名            ㊞  

   工 事 名   コミュニティーセンター照明器具ＬＥＤ化工事       

上記工事の一般競争入札への参加を希望します。

なお、公告の競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項の条件を満たし、事

実と相違ないことを誓約します。


